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研究要旨 自殺したがん患者は高率に精神疾患を有することが知られており、がん患者の自殺対策

においても、精神科等の受診勧奨を行うことが有効ではないかと考えられる。平成 31 年３月からポ

スター・リーフレットを用いた精神科受診勧奨を行うパイロット調査Ⅰを実施したが、効果を認め

なかった。がん患者の自殺は診断直後より生じやすいことが知られていることから、がん診断後早

期からの介入、特に自殺の危険性が高い者を精神科等の専門的メンタルヘルスケアにつなぐ体制の

構築が重要である。そこで、がん患者指導管理料イの算定率をプライマリアウトカムとし、ポスタ

ーやリーフレットの掲示・配布に加え研修会の定期的開催を行うパイロット調査Ⅱを試みたが、が

ん患者指導管理料と精神科受診率・自殺率との因果関係が明白ではないとの外部評価を受け令和２

年 3 月末で一旦中断し、研究計画自体を再検討することとした。 

 

A．研究目的 

最新のメタ解析では、がん患者の自殺の危険

性は一般人口の 1.55 倍であると示されている。

わが国では、全国 10 地域において 1990-2010 年

の期間に登録された 40-69 歳の一般住民

102,843 人を追跡した前向きのコホート研究か

ら、がん診断後 1 年以内の自殺リスクが 24 倍と

顕著に高いこと等が示されているが、有効な自

殺予防対策が立てられていない。 

自殺予防介入は、全体的、選択的、個別的予防

介入という 3 つの理論的枠組みで整理される

（WHO, 2014）。全体的戦略は、援助へのアク

セスを増やす等、物理的環境を改善することで、

健康を最大限に保持しながら自殺の危険を最小

限にするもので、全人口に届くように計画され

る。 

自殺により亡くなった者は、高率に精神疾患

を有することが知られており、自殺対策として、

ポスター掲示やリーフレット配布等による、精

神科等の受診勧奨が行なわれてきた。 

一般的な自殺既遂者と同様、自殺したがん患

者は、高率に精神疾患を有することが知られて

おり、がん患者の自殺対策においても、ポスター

掲示やリーフレット配布等により、精神科等の
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受診勧奨を行うことが考えられる。しかし、がん

患者の自殺予防を目的とした、ポスター掲示や

リーフレット配布は行われておらず、その効果

は不明であり、パイロット調査Ⅰでその効果を

明らかにしようとした。 

上記の介入の効果が認められないことが、平

成 30 年度より 31 年度にかけたパイロット調査

Ⅰで示された。そのため、ポスター掲示、リー

フレット配布といった単一介入によるメンタル

ヘルスケアへのアクセス勧奨を断念し、他の方

策を検討することとした。 

がん患者の自殺は、がん診断後早期に生じや

すいことが知られている。そのため、がん診断

後早期からの介入を、上記の精神科受診勧奨と

組み合わせることした。がんの診断結果や治療

方針等の説明及び相談を行う時点から看護師が

参加し、特に自殺の危険性が高いと思われるが

ん患者を精神科等の専門的なメンタルヘスケア

へつなぐ体制の構築を行うことで、がん患者の

自殺予防につなげることを目的として、パイロ

ット調査Ⅱを実施することとする。 

 

B．研究方法 

令和元年度は、パイロット調査Ⅰの実施、パイ

ロット調査Ⅰの解析、がん患者指導管理料イの

算定率が高い病院の視察、パイロット調査Ⅱを

行った。 

【パイロット調査Ⅰ】 

横浜市立大学附属市民総合医療センターにお

いてパイロット調査Ⅰを実施した（試験期間：平

成 31 年 3 月から令和元年 5 月）。 

電子カルテ、DPC データを用いて、対照期間

（平成 29 年 3 月から 5 月、平成 30 年 3 月から

5 月）の各 3 か月間およびアクセス勧奨を行う試

験期間の 3 か月間に初診となったがん患者につ

いて調査した。がん患者のうち、ICD-10 コード

F3 及び F4 で入院精神療法・通院精神療法・リ

エゾンチーム加算・緩和ケアチーム加算のいず

れかが算定された患者数を、がん患者数で除し

た割合を求めた。アクセス勧奨試験期間におけ

る割合と対照期間における割合を比較し、その

増減を確認した。 

【がん患者指導管理料イの算定率が高い病院の

視察】パイロット調査Ⅰで、介入の有効性を認め

なかったことから、他の介入法を検討すること

とした。その結果、がん診断後早期より、診断告

知に伴う心理的不安の軽減を目的としたがん患

者指導管理料イに着目し、がん患者指導管理料

イを臨床的指標として活用した、全国自治体病

院協議会が開発した「がん患者サポート率」が高

値の病院を見学して、その特徴を見出すことと

した。箕面市立病院、小牧市民病院、日本海総合

病院の見学を行った。また、平成 30 年 4 月から

6 月までの四半期に比べ、平成 31 年 4 月から令

和元年 6 月での四半期において、がん患者サポ

ート率が急増（1.5％→17.1％）した山形市立病

院済生館を視察した。 

病院の評価には、実装研究のための統合フレ

ー ム ワ ー ク （ Consolidated framework for 

implementation research: CFIR）を利用した。

CFIR は、実装研究を促進するために、2009 年

に開発された、多くの理論やモデルの中から、実

装への有用性、定義の一貫性、今までの知見との

整合性、測定の可能性などの点について、重要な

構成概念を抽出して、系統的に統合したモデル

である。下記に示す 5 つの領域と 39 の構成概

念からなる。①介入の主要特性（8 つの構成概念：

介入の出処、エビデンスの強さと質など）。②外

的環境（4 つの構成概念：外部組織とのつながり

の程度、外的な施策やインセンティブなど）。③

内的環境（5 つの構成概念と 9 つの下位概念：

相対的優先度、組織の風土、リーダーの関与な

ど）。④個人の特性（5 つの構成概 念：関係す

る人々の知識や信念、自己効力感など）。⑤実装

プロセス（4 つの構成概念と 4 つ の下位概念：

実施計画、ステークホルダーの関わりなど）。 
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【パイロット調査Ⅱ】 

都道府県がん診療連携拠点病院連絡協議会を

通して一次募集に応じた医療機関のうち、苦痛

のスクリーニング等で活発な活動を行っている

新潟県立がんセンター新潟病院において、パイ

ロット調査Ⅱを実施することとした。 

がん患者をメンタルヘルスケアに誘導するた

めには、診断結果や治療方針等の説明及び相談

を行う時点から、心理的支援の研修を受けた認

定看護師が患者に寄り添う体制構築を最優先課

題とし、同時に認定看護師が適宜必要に応じて

リーフレットを活用するなどして、がん患者を

メンタルヘルスケアにつなげていくという医療

の流れを作ったり、がん患者のメンタルヘルス

ケアを当たり前のものと考える院内風土を醸成

したりすることが肝要と考えた。がん患者指導

管理料イの算定割合（すなわち、がん患者サポー

ト率）を向上させることが、がん患者の心理社会

的支援体制構築に向けた上流ゲートとして重要

であると考えられた。そこで、がん患者に対する

メンタルヘルスケアへのアクセス勧奨法の開発

における戦略を弱い単一介入から強度を上げた

複合的介入に変更し、パイロット調査Ⅱを実施

することとした。具体的には、１）病院内でのメ

ンタルヘルスケアへの重要性を示すポスターの

掲示、リーフレットの配布、２）病院内において、

がん患者に対する早期からのメンタルヘルスケ

アの重要性を伝える研修会の定期的な開催、３）

診断告知時に医師の署名だけでなく看護師の署

名も必要とするような書式の文書を利用するよ

う勧奨するという複合的介入を行うことによっ

て、がん患者サポート率、がん患者指導管理料イ、

がん患者指導管理料ロならびに ICD-10 コード

F3 及び F4 で入院精神療法・通院精神療法・リ

エゾンチーム加算・緩和ケアチーム加算のいず

れかが算定された件数の増加が生じるか否かを

検討した。 

複合的介入の期間は令和 2 年 1 月から 12 月の

12 か月間とした。対照期間を平成 31 年 1 月か

ら令和元年 12 月とした。 

 

C．研究結果 

【パイロット調査Ⅰ】 

ポスターとリーフレットを設置した期間にお

ける ICD-10コード F3及び F4で入院精神療法・

通院精神療法・リエゾンチーム加算・緩和ケアチ

ーム加算が算定された件数は、がん初診患者の

うち 42 件（3.2％）であり、対照期間と比較し

（平成 29 年：68 件（7.0％）、平成 30 年：74 件

（6.2％））、増加したとは言えなかった。 

【がん患者指導管理料イの算定率が高い病院の

視察】 

CFIR を用いた評価より、医師と看護師との良

好なコミュニケーション、がん診断告知時の書

類の工夫（看護師の署名欄の用意）、電子カルテ

上で看護師の同席を予約できるような変更、等

が見いだされた。 

《箕面市立病院》 

内的環境 多職種カンファや勉強会が定期的

に開催するなど、緩和ケアチーム内外でのネッ

トワーク・コミュニケーションが良好である。ま

た、実装風土や学習風土が良好である。外科医師

らは看護師同席のメリットを感じているなど適

合性も良好である。緩和ケアチームの看護師が

リーダーシップをとっている。 

実装プロセス 緩和ケアチーム看護師がオピ

ニオンリーダーやチャンピオンである。面談同

席率（診療科別）・がん患者サポート率について

定期的に振り返り、下がった場合には対策が事

務から求められる。 

《小牧市民病院》 

内的環境 実装風土や学習風土が良好である。

緩和ケア内科部長の影響が強い。 

実装プロセス 緩和ケア内科部長がオピニオ

ンリーダーやチャンピオンである。面談同席率
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（診療科別）・スクリーニングの実施率を定期的

に振り返っている。面接時に相談支援センター

案内を手渡している。 

《日本海総合病院》 

内的環境 実装風土や学習風土が良好である。

緩和ケアチームの看護師がリーダーシップをと

っている。 

実装プロセス 緩和ケアチーム看護師がオピ

ニオンリーダーやチャンピオンである。面談同

席率（診療科別）・がん患者サポート率について

定期的に振り返っている。 

 

【パイロット調査Ⅱ】 

 令和 2 年 1 月より、介入を開始した。しかし、

令和 2 年 3 月で研究を終了した。今後、調査結

果を解析する。 

 

（倫理面への配慮） 

パイロット調査Ⅰは、横浜市立大学付属市民

総合医療センター倫理委員会の承認を得て実施

した（平成 31 年 2 月 6 日承認）。 

パイロット調査Ⅱは、新潟県立がんセンター

新潟病院倫理委員会の承認を得て実施した（令

和 2 年 1 月 6 日承認）。 

 

D．考察 

【パイロット調査Ⅰ】 

パイロット調査のエンドポイント（初診のが

ん患者のうち、精神科受診もしくは緩和ケアを

受けたうつ病・適応障害・不安障害患者の人数を、

同院に初診となった全がん患者数で除した比）

が、増加しなかったことから、精神科受診を促す

ポスター等貼付・カード設置等の単一介入では

効果が乏しいことが示唆された。 

【がん患者指導管理料イの算定率が高い病院の

視察】 

 各病院において、様々な工夫がなされており、

パイロット調査Ⅱの介入を検討するうえで大い

に参考になった。今回の調査では、4 病院の視察

にとどまったが、今後、どのような取り組みがが

ん患者指導管理料イの算定率の増加につながる

か、多数の病院の状況を調査することが望まれ

る。 

【パイロット調査Ⅱ】 

 組織風土の改革を目指した定期的な研修会と

病院内でのメンタルヘルスケアへのアクセスを

促すポスター貼付、２）診断告知時等に看護師署

名欄のある書式様式の利用促進、３）看護師同席

時にカード配布、という複合的な介入を行うこ

とによって、がん患者指導管理料の算定ならび

に精神科受診者数の増加が生じるか否かを検討

する調査を開始したが、がん患者指導管理料と

精神科受診率・自殺率との因果関係が明白では

ないとの外部評価を受けたため、3 月末で一旦中

断することにした。今後は、結果の解析を行う。 

また、がん診療連携拠点病院において多施設

共同研究を行う予定で、すでに数施設に研究実

施依頼および実施についての説明等もしていた

が、多施設共同研究も中止することとした。 

 今後は、全国がん登録情報を用いた実態調査

（R元年革新的自殺研究推進プログラム内富班）

の結果が示されたので、そこで分かったことを

出発点に、医療の視点に加え、保健・福祉・経済・

労働等の視点も含めた中長期的な対策のあり方

を抜本的に練り直すための研究体制を構築する。 

 

E．結論 

「がん患者に対するメンタルヘルスケアへの

アクセス勧奨法の開発」を進めるため、パイロッ

ト調査を 2 回行った。1 回目の単介入においては

効果が認められなかった。2 回目の複合介入は、

途中で中断した。今後、複合介入の予備的結果を

解析し結果の公表を行う。 

今後、がん医療・緩和医療・精神医療だけでは

なく、医療安全、保健・福祉・経済・労働等の視

点も含めた対策のあり方を検討する研究体制を
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構築する。具体的には、現在の研究班に加えて、

自殺対策に関する学会関係者、自殺対策支援団

体関係者、がん診療連携拠点病院の医療者、精神

保健福祉関係者、公衆衛生関係者、社会学者、経

済学者、報道関係者、がん患者会の参加を求め、

がん患者の自殺対策を検討する多職種専門家パ

ネルをつくる。多職種専門家パネルにおいては、

がん患者の自殺対策をどのように進めていくこ

とが望ましいかというところから検討を始める。 

多職種専門家パネルでの議論を経て、必要に

応じ自殺対策の糸口を検討するための事例検討

を含めた実態調査をがん診療連携拠点病院にお

いて行う。全国がん登録調査で進められている

詳細な解析、実態調査、そして多職種専門家パネ

ルによる検討結果を基に、令和 3 年度以降にお

けるがん患者の自殺対策研究のグランドデザイ

ン策定につなげることを目指す。 
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